
 

 

地方創生の実現に向けた財源の充実に関する提言 
 

地方創生の実現に向けた取組を推進するため、国は、次の事項について積極的な措

置を講じられたい。 

 

１．地域の実情に応じたきめ細かな施策が実施できるよう、「まち・ひと・しごと創

生事業費」の拡充を図ること。 

 

２．地方版総合戦略に盛り込まれた施策を具現化し、地方創生を成果あるものとする

ため、平成 28 年度当初予算において、その内容や規模について、地方の意見等を

十分に踏まえる形で、新型交付金を確実に創設すること。 

また、同交付金は、自治体間の連携や産学官等の多様な主体の参画促進など、地

方創生を深化させる都市自治体の施策に活用可能な、対象分野、対象経費の制約を

排除した、自由度が高く継続的なものとし、新型交付金に係る地方の財政負担につ

いては、地方団体が着実に執行することができるよう、「まち・ひと・しごと創生

事業費」とは別に、地方財政措置を確実に講じること。 

 

 

  


